　事務連絡　

令和８年４月１日　

　各　障がい福祉サービス等事業者　様

　（栃木市が指定権者である事業所に限る）

　　　　栃木市保健福祉部障がい福祉課

前年度実績等に基づく介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等の提出について

　本市の障がい福祉行政につきましては、日頃から御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、介護給付費等算定に関し、前年度の実績に基づき決定される報酬区分や加算、令和7年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、下記により必要書類の提出をお願いします。

記
１　対象サービス・施設

全事業所・全サービス

２　提出書類
　　別紙のとおり

３　適用開始日

令和８年４月１日（水）
※ 前年度実績に基づく報酬区分・加算、報酬改定により新規創設された加算（体制等状況一覧表の着色部分に限る。）について、４の提出期限までに提出されたものを遡及適用します。
※ 前年度実績に基づく報酬区分・加算、報酬改定により新規創設された加算以外の項目については、４月１５日以前に届出がなされた場合には5月から、４月１６日以降に届出がなされた場合には６月から、算定開始となります。
４　提出期限

　　提出期限：令和８年４月１５日（水）※郵送消印有効
　　

５　提出方法
　　下記宛てに郵送又は直接ご提出ください。

　　　　〒328-8686　栃木市万町９番２５号　　　栃木市保健福祉部障がい福祉課障がい支援係
６　その他


　　【福祉・介護職員処遇改善加算について】
　　　・福祉・介護職員等処遇改善計画書（令和７年度）の提出についても、令和８年４月１５日（水）が期限となります。詳しくは栃木市ホームページをご確認ください。

〒328-8686　栃木市万町9-25


栃木市保健福祉部 障がい福祉務課


障がい支援係(栃木市役所２階２Ａ－６窓口)


TEL 0282-21-2205　　FAX 0282-21-2682


Mail: f-service03@city.tochigi.lg.jp
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